
○高崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則 

平成３年１２月２０日 

規則第４１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高崎市自転車等の放置防止に関する条例（平成３年高崎市条例第２

５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（放置禁止区域の指定及び告示等） 

第３条 条例第９条第１項に規定する自転車等放置禁止区域は、次のとおりとする。  

指定区域名 区域図 

高崎駅東口周辺 別表第１のとおり 

井野駅東口周辺 別表第２のとおり 

井野駅西口周辺 別表第３のとおり 

高崎駅西口周辺 別表第４のとおり 

高崎問屋町駅貝沢口周辺 別表第５のとおり 

高崎問屋町駅問屋口周辺 別表第６のとおり 

２ 条例第９条第３項に規定する告示は、次に掲げる事項とする。 

（１） 放置禁止区域の指定年月日 

（２） 放置禁止区域の指定範囲及び図面 

（３） その他市長が必要と認める事項 

３ 条例第９条第３項に規定する標識は、放置禁止区域標識（様式第１号）その他必要な

ものを設置して行うものとする。 

（平６規則４０・平１２規則１１・平１９規則５１・一部改正） 

（放置禁止区域の変更及び廃止の告示等） 

第４条 条例第１０条第２項において準用する条例第９条第３項に規定する告示は、次に

掲げる事項とする。 

（１） 放置禁止区域の指定の変更又は廃止の年月日 

（２） 放置禁止区域の指定の変更又は廃止の範囲及び図面 



（３） その他市長が必要と認める事項 

２ 条例第１０条第１項に規定する放置禁止区域を変更したときは、前条第２項を準用す

る。 

（平１２規則１１・一部改正） 

（放置禁止区域内の措置） 

第５条 条例第１２条第２項で規定する撤去及び保管は、警告札（様式第２号）を貼付し

てから３時間経過後、あらかじめ市長が定めた保管場所に移送し、保管することにより

行うものとする。 

（放置禁止区域外の措置） 

第６条 条例第１３条第１項に規定する指導は、指導札（様式第３号）を放置されている

自転車等に貼付して行うものとする。 

２ 条例第１３条第１項に規定する警告は、前項に定める指導を行ったにもかかわらず、

移動されることなく放置されている自転車等について警告札（様式第４号）を貼付して

行うものとする。 

３ 条例第１３条第２項に規定する期間は、警告を行った日から７日間とする。 

（撤去及び保管をした自転車等の措置） 

第７条 条例第１５条第２項に規定する期間は、撤去した旨を告示した日から４月間とす

る。 

２ 条例第１５条第３項に規定する告示は、次に掲げる事項とする。 

（１） 撤去年月日 

（２） 撤去した場所 

（３） 撤去した自転車等の台数 

（４） 保管場所及び保管期間 

（５） 連絡先 

３ 条例第１５条第３項に規定する必要な措置等は、立看板（様式第５号）を掲出すると

ともに、次に掲げる調査を行うものとする。 

（１） 利用者等の住所、氏名等の確認調査 

（２） 自転車防犯登録の調査 

（３） 原動機付自転車標識の所有者調査 



（４） 学校許可標識調査 

４ 市長は、撤去した自転車等を保管したときは、保管台帳（様式第６号）に必要な事項

を記録しなければならない。 

５ 市長は、撤去した自転車等の利用者等が判明したときは、撤去自転車等保管通知書（様

式第７号）により通知するものとする。 

（平６規則３２・平１２規則１１・令元規則３３・一部改正） 

（撤去及び保管をした自転車等の返還） 

第８条 撤去及び保管をした自転車等の返還を受けようとする者は、撤去自転車等返還申

請書（様式第８号）を市長に提出し、撤去及び保管に要した費用を納付しなければなら

ない。 

２ 条例第１６条第２項に規定する撤去及び保管に要した費用の額は、次のとおりとする。 

（１） 自転車 １台につき１，０６０円 

（２） 原動機付自転車 １台につき１，６００円 

３ 条例第１６条第３項に規定する者は、次のとおりとする。 

（１） 盗難に係る被害届を提出した利用者等 

（２） その他市長が特に必要があると認める者 

（平９規則１８・令元規則３３・一部改正） 

（保管した自転車等の処分） 

第９条 市長は、条例第１７条の規定により保管した自転車等を売却処分したときは、当

該自転車等を売却した代金を条例第１５条第１項の規定による告示の日から起算して６

月を経過する日まで保管するものとする。ただし、当該自転車等につき、買受人がない

とき又は売却することができないと認められるときは、廃棄等の処分をするものとする。 

（平１２規則１１・全改） 

（店舗面積の算定方法） 

第１０条 条例第１９条第２項に規定する店舗面積の算定方法は、次の各号に掲げる施設

の用途ごとに、それぞれ当該各号に定めるものの床面積を合計して求めるものとする。 

（１） 百貨店、スーパーマーケット 売場（飲食店部分・サービス業を含む。）、売

場間の通路、ショーウインド、ショールーム、サービス施設、承り所、物品加工修理

場及びこれらに類するもの 



（２） 銀行 銀行室、待合室、ショーウインド及びこれらに類するもの 

（３） 遊技場 遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの 

（自転車等駐車場の設置等の届出） 

第１１条 条例第２４条の規定により自転車等駐車場を設置し、又は届出事項を変更しよ

うとする者は、自転車等駐車場設置・変更届出書（様式第９号）に次に掲げる図面を添

付し、市長に提出しなければならない。 

（１） 施設及び自転車等駐車場の案内図 

（２） 施設及び自転車等駐車場の配置図 

（３） 施設の各階平面図（面積を記載したもの） 

（４） 自転車等駐車場平面図 

（５） 自転車等駐車場構造図（特殊な装置を用いる自転車等駐車場に限る。）  

（平１２規則１１・一部改正） 

（自転車等駐車場の設置等完了の届出） 

第１２条 前条の規定による届出をした者が、自転車等駐車場の配置又は変更（自転車等

駐車場の規模、構造及び設備に関する変更に限る。）を完了したときは、自転車等駐車

場設置・変更完了届出書（様式第１０号）を、市長に提出しなければならない。 

（措置命令書） 

第１３条 条例第２８条第４項に規定する措置命令書は、様式第１１号による。 

（公表） 

第１４条 条例第２９条に規定する公表は、高崎市公告式条例（昭和２５年高崎市告示第

６７号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示するほか、高崎市広報に登載して行うも

のとする。 

（身分証明書） 

第１５条 条例第３１条に規定する身分を示す証明書は、様式第１２号による。  

（委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第３条の規定は公布の日から施

行する。 



附 則（平成５年３月２３日規則第６号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。ただし、「平成」を削る改正規定は、公

布の日から施行する。 

附 則（平成６年６月２０日規則第３２号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の高崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第７条第１項、第９条、様

式第５号及び様式第７号の規定は、この規則の施行の日以後に撤去した旨の告示をされ

た自転車等について適用し、この規則の施行の日前に撤去した旨の告示をされた自転車

等については、なお従前の例による。 

附 則（平成６年９月３０日規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月２８日規則第１８号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月３１日規則第１１号） 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日以後に撤去した旨の告示をされた自転車等のうち平成１２年９月

末日までに保管した期間が４月に達するものについては、改正後の第７条の規定にかか

わらず、平成１２年９月末日まで保管するものとする。 

附 則（平成１５年３月３１日規則第２４号） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙に

ついては、適宜補正してこれを使用することができる。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第２７号） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後

の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 

附 則（平成１８年９月２９日規則第１０７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２８日規則第４１号） 



この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月３日規則第５１号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２７日規則第６号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月３０日規則第３３号） 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日規則第１５号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

（平１９規則５１・全改） 

高崎駅東口周辺 



 

別表第２（第３条関係） 

井野駅東口周辺 



 

別表第３（第３条関係） 

井野駅西口周辺 



 

別表第４（第３条関係） 

（平１９規則５１・全改） 

高崎駅西口周辺 



 

別表第５（第３条関係） 

（平１９規則５１・追加） 

高崎問屋町駅貝沢口 



 

別表第６（第３条関係） 

（平１９規則５１・追加） 

高崎問屋町駅問屋口 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

（平９規則１８・令元規則３３・一部改正） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

（平９規則１８・令元規則３３・一部改正） 

様式第５号（第７条関係） 

（平６規則３２・平９規則１８・平１２規則１１・平１５規則２４・平１８規則１

０７・平１９規則４１・平２０規則６・令元規則３３・一部改正） 

様式第６号（第７条関係） 

（令元規則３３・全改） 

様式第７号（第７条関係） 

（平６規則３２・平９規則１８・平１２規則１１・平１５規則２４・平１８規則１

０７・平１９規則４１・平１９規則５１・平２０規則６・令元規則３３・一部改正） 

様式第８号（第８条関係） 

（平９規則１８・平１７規則２７・令元規則３３・令４規則１５・一部改正） 

様式第９号（第１１条関係） 

（平５規則６・平１７規則２７・一部改正） 

様式第１０号（第１２条関係） 

（平５規則６・平１７規則２７・令４規則１５・一部改正） 

様式第１１号（第１３条関係） 

（平１７規則２７・一部改正） 

様式第１２号（第１５条関係） 

（平６規則３２・一部改正） 

 


